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令和４年度 施政方針 
～スマイルシティふくろいの実現に向けて～ 

 

はじめに 
 

 袋井市議会２月定例会の開会にあたり、令和４年度の市政運営における基本

的な考え方を申し上げ、議員各位をはじめ、広く市民の皆様の御理解と御協力

を賜りたいと存じます。 

私にとりましては、令和４年度予算は、就任後初の当初予算編成となること

から、改めて私の想いも述べさせていただき、新年度の施政方針の説明とさせ

ていただきます。 

まずは、２０１９年に発生し、現在も世界中で猛威を振るう新型コロナウイ

ルスに関してでございます。医療従事者の皆様の御尽力をはじめ、一人ひとり

の感染症対策、そして、３回目ワクチン接種など命を守るための対策が進む中、

オミクロン株の感染が急拡大したことから、国は、まん延防止等重点措置を延

長するなど、第６波の積極的な抑え込みを図っているところでございます。 

また、感染者の爆発的増加によって社会機能を脅かすオミクロン株に対し、

細心かつ慎重な対応を堅持しつつも、大規模な予算を投じ、経済回復に向けて

強力なリーダーシップを発揮するとともに、デジタル化を加速させ、持続可能

な社会に変革させていく方針を示しているところであります。 

こうした中、本市におきましては、昨年末から医療従事者への３回目ワクチ

ン接種を開始し、１月には、高齢者等への接種を前倒しするとともに、２月か

らは、エコパスタジアムにおいて、掛川市との合同ワクチン接種を開始いたし

ました。引き続き、希望する市民が、一日でも早くワクチン接種できるよう最

大限努めてまいります。 

また、くらし経済対策については、住民税非課税世帯などへの給付金をはじ

め、消費喚起に繋がる取組を進めております。 

さらには、活動が制限されていた地域コミュニティ活動や文化芸術事業等に

おいても、感染対策を講じたうえで、活動の再開や新しい生活様式に対応した

事業展開への支援にも引き続き努めてまいります。 
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国においては、成長を生み出す原動力として、活力ある企業の創出に取り組

む方針を掲げるとともに、２０５０年カーボンニュートラルを宣言し、脱炭素

社会の実現に向けた挑戦を支援することとしております。 

また、我が国の人口は、少子高齢化に伴い、減少の一途を辿っており、各方

面で深刻な影響を与えていることから、子ども政策を強力に推進し、少子化を

食い止めるべく、（仮称）子ども家庭庁の創設に向けた取組を進めております。 

さらには、デジタル田園都市国家構想を掲げ、デジタル化の進展によって地

方への人の流れを生み出し、地方が主役の成長を実現することとしております。 

私は、昨年５月の所信表明において、社会の変化を的確に捉え、一歩先の時

代を見据えて、「スマイル」という言葉をキーワードに、市民・事業者・行政

が力を合わせて前向きにチャレンジすることで、全ての市民がいつも笑顔でい

られるまちを目指すことを申し上げました。 

その実現には、産業と環境の両立、更には人口問題への対応が重要でありま

す。 

本市の多様でバランスの良い産業構成を強みとし、変革の時代の流れの中で、

様々な分野において技術革新や異業種参入などのイノベーション創出を積極的

に支援してまいります。 

市民生活における脱炭素社会の実現に向けては、「ゼロカーボンシティ」の

理念に基づき、公共施設への再生可能エネルギーの導入や各家庭への新エネル

ギー機器の導入支援、ごみ減量化運動を展開するなど、市民や事業者の皆様が

環境問題に高い意識を持って取り組めるよう、施策を展開してまいります。 

 また、本市の人口は、このところおおむね横ばいで推移しておりますが、今

後、人口減少は避けて通れない状況下にあることから、これまで以上に少子化

対策や移住・定住の促進、さらには交流・関係人口の増加に向けた施策を強化

してまいります。 

こうした主要な課題解決に向けては、「官民共創」、「ＤＸ（Digital - 

transformation：デジタルによる根本的な変革）」、「広域連携」の３つの視

点で取り組み、活力あふれるまちの実現を目指してまいります。 

ひとつ目の視点、官民共創については、自治会やまちづくり協議会など地縁

を中心とした、従来の枠組みを活かしつつ、企業やＮＰＯ、市民、有志など、
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市内外の様々な関係者が持続可能な形で繋がることにより、市民生活の豊かさ

や暮らしの充実を実現してまいります。 

２つ目の、ＤＸについては、積極的なデジタル技術の活用による、行政サー

ビスの利便性向上や地域産業における稼ぐチカラの向上、ＡＩを活用した個別

最適な教育など、様々な分野で新たな価値を創出するとともに、誰一人取り残

さない社会を目指してまいります。 

３つ目の、広域連携については、観光や防災など、広域的な取組と親和性が

高い分野のみならず、あらゆる分野で行政区域を超えた取組にチャレンジする

ことで、広域による行政サービスの質の向上を目指してまいります。 

私は、新年度を『変化を受け入れ、変革を促す年』と位置づけ、地域産業の

活性化や浅羽海岸の整備、ゼロカーボンシティに向けた取組など、次の時代へ

の変革を生み出すことにより、子どもから大人まで、市民がいつまでも住み続

けたいと感じ、誰もが活き活きと心身ともに健康で、笑顔あふれる「スマイル

シティふくろい」に向け、全力で取り組んでまいります。 
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第１章  市政運営の基本方針 
 

 それでは、新年度の市政運営の基本方針について申し上げます。 

 本市のまちづくりの理念である「日本一健康文化都市」の実現を目指し、６

つの視点で取り組んでまいります。 

 はじめに、『地域産業の振興と脱炭素の推進』であります。地域産業の振興

については、産業は雇用を支え、地域経済を活性化させる原動力であり、まち

の活力そのものでありますことから、DXの進展などにより、産業構造が大きく

転換期を迎えている中、既存産業の更なる振興とイノベーションの創出に向け

た取組を促進してまいります。 

また、人類共通の課題である脱炭素の推進は、２０５０年までに温室効果ガ

スの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルへの取組が待ったな

しの状況でありますことから、本市が２月１日に宣言致しました、袋井市「ゼ

ロカーボンシティ」の理念に基づき、市民・事業者・行政が一丸となって取り

組んでまいります。 

 ２つ目は、『健康寿命日本一の実現』であります。人生１００年時代を迎え、

長い人生をより幸せに、より充実したものとするためには、生きがいを持って

心身ともに健康な生活を営むことが重要でありますことから、健康寿命の延伸

に向けて取り組んでまいります。 

 ３つ目は、『人間力のある子どもの育成』であります。この変化の激しい時

代においては、活き活きと、そしてたくましく生き抜く子どもの育成が大切で

ありますことから、一人ひとりの個性や可能性を伸ばし、自立力と社会力を高

める教育に取り組んでまいります。 

 ４つ目は、『共生のまちの実現』であります。誰もがまちづくりの主体とな

り、地域の活力を高めるためには、性別や国籍、文化の違い、障がいの有無な

どに関わらず、多様性を尊重し、共に高め合うことが重要でありますことから、

市民一人ひとりが持つ様々な能力を発揮できる環境を整えてまいります。 

 ５つ目は、『誰もが暮らしやすい住環境の充実』であります。本市の人口も、

このところはおおむね横ばいで推移していることから、今後迎える減少局面に

おいても活力を持続できるよう、生活に必要な都市機能の充実を図るとともに、
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空き家対策や治水対策など、安全・安心な市民生活の実現に取り組んでまいり

ます。 

６つ目は、『ＤＸと官民共創によるスマート自治体の推進』であります。コ

ロナ禍により、デジタル化が一層加速・進展する中、また、ポストコロナにお

ける新しい社会を見据え、電子申請による行政手続きなど、市民の利便性向上

や地域課題の解決に向けて、ＤＸの推進に積極的に取り組んでまいります。 

また、人口減少が進む一方、人生 100 年時代が現実のものとなりつつある中

で、これまでと同様の手法では、市民の多様なニーズに応え、より豊かな地域

社会を築くことが難しくなってまいります。 

そこで、市民・事業者・行政それぞれが抱える課題を解決したり、将来望む

ことを実現するため、従来の地縁や活動範囲の枠組みにとらわれることなく、

互いの利益を尊重し合い、共に考え共に創る新たな地域経営のあり方として、

「官民共創によるまちづくり」に取り組んでまいります。 
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第２章  基本方針に基づく重点取組項目 

 新年度の重点取組項目について、６つの視点ごとに申し上げます。 

1つ目の視点といたしましては、「地域産業の振興と脱炭素の推進」につい

てでございます。 
 

１ 地域産業の振興と脱炭素の推進  
 

 はじめに、地域産業の振興につきましては、人口減少やデジタル化の急速な

進展など、時代の変化に対応した「稼ぐチカラ」の高い中小企業の創出に向け、

産学官金などの関係機関が連携し、新しい価値を創り出すことが求められてお

ります。 

このため、ふくろい産業イノベーションセンターにおいて、輸送機器部品の

軽量化に向けた新素材の活用や、メロン温室における生育環境調査など、静岡

理工科大学と中小企業等が共同で行う取組を重点的に支援するとともに、

「異業種交流」や「雑談」の場を企画・運営することで、多種多様な主体が出

会い、交流し、相互に影響し合う機会を充実し、新たな価値創出に繋げてまい

ります。 

これに加え、中小企業のデジタル化等を含めた経営課題について、市内商工

団体と連携して実態調査を実施し、その結果を基にした課題の共有と対策の検

討を行うことで、企業のニーズに即した支援を進めてまいります。 

次に、企業誘致の取組として、小笠山工業団地開発事業につきましては、袋

井地域土地開発公社の造成工事を着実に進め、民間企業による開発と併せた事

業全体の推進を図るとともに、土橋工業用地開発事業については、引き続き地

権者会の活動などを支援し、早期の事業化を目指してまいります。 

新たな産業用地の創出に向けては、令和３年度の企業立地基礎調査で法規制

等を基に洗い出した候補地について、造成工事等の概算事業費や開発想定期間

の算出など開発候補地の情報を充実させ、企業誘致に繋げてまいります。 

次に、観光客と旅行消費額の増加を図るため、都市圏や近隣県において夏の

「遠州三山風鈴まつり」と秋の「遠州三山の紅葉」のＰＲ強化や、観光イベン

トと連携した特産品の開発を新たに支援してまいります。また、スポーツ観戦

やスポーツイベントへの参加などを目的とした、旅行者に対する宿泊費の助成、
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スポーツ合宿プランの仕組みづくりに取り組み、スポーツを通じた新たな関係

人口の創出と消費の活性化にも繋げてまいります。 

さらに、令和３年度に、ふじのくにしずおか観光大賞を受賞した「ふくろい

夜宵プロジェクト」における、袋井駅周辺のライトアップなどの取組をさらに

充実させ、夜の魅力づくりに一層取り組んでまいります。 

加えて、袋井市静岡モデル防潮堤整備事業が順調に進む中、防潮堤を利活用

した未来の地域づくりについて、これまで自治会やサーフィン団体など様々な

立場の方が「袋井幸浦の丘プロジェクト」として、浅羽海岸のにぎわい創出に

向けた熱い想いやアイデアを議論するとともに、イベントの開催にも繋げるな

ど、熱心に取り組んでいただきました。こうした皆様の長年の想いを胸に、市

民の憩いの場として愛されてきた浅羽海岸を整備し、スポーツや観光の面も含

め、更ににぎわいを生み出す中東遠の核として磨き上げ、「海」を新たな価値

を創出するスポットとして活用してまいります。 

この他、コロナ禍で影響を受けた地域経済への支援策として、空き店舗対策

補助金の要件の緩和と地域の拡大により、空き店舗への新規出店を促してまい

ります。 

また、市内における回遊性の向上と消費の促進による地域経済の活性化を図

るため、テーマ性をもつグルメや観光イベントとの連携を取り入れたデジタル

スタンプラリーを実施するとともに、参加店へのGoogleマイビジネスへの登

録推進を図ることで、インターネット上で店舗の情報を見える化し、観光客や

市民の来店に繋げ、新たな魅力を発見する機会を創出してまいります。 

さらに、創業や新事業展開等に向けた積極的なチャレンジを支援するため、

山梨地区のショッピングセンターパティオ内に開設した「ふくろいチャレンジ

ショップ」について、事業者を伴走型で支援しながら、引き続き運営してまい

ります。 

次に、付加価値の高い農産物の生産に向けた取組として、袋井市産茶葉の魅

力や品質の高さをＳＮＳ等で全国に発信するとともに、茶農家と連携し、特色

あるふくろい茶のひとつとして、国内外で一定の需要が見込まれる「ほうじ茶」

のブランド化や販路拡大等に向けた取組を進めてまいります。 

加えて、袋井市産のお米の魅力を高めるため、ふくろいブランド米開発販売
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促進協議会にて、ふくほまれに続く、付加価値の高い高品質なブランド米の開

発に向けた研究を進めてまいります。 

また、本市が誇るクラウンメロンのブランド力の更なる強化に向け、生産過

程における水やりなどの技術をマニュアル化し、技術継承の課題を克服するこ

とにより新規就農者の確保を図るとともに、生産の過程で排出される温室効果

ガスを軽減するなど、環境に配慮した農業経営の必要性を啓発するため、袋井

市クラウンメロン振興協議会への支援を強化してまいります。 

併せて、人々のライフスタイルや国際的な視点において、有機農業による農

産物の需要が高まっていることから、有機農業を営んでいる方々に対する支援

を継続するとともに、販売に必要な有機ＪＡＳ
じ ゃ す

認証の取得に向けた相談支援等

について、県中遠農林事務所やＪＡ遠州中央などの関係機関と連携しながら取

り組んでまいります。 

加えて、本市の農業において、持続的で発展的な経営を推進するため、生産

者自らが消費者へ販売するＥＣ(Electronic – Commerce：電子商取引)サイト

の開設やスマート農業に取り組むなど意欲ある生産者を応援するべく、生産者

向けの研修や啓発等の支援を強化してまいります。 

次に、脱炭素社会の実現に向けた取組については、２月１日に「ゼロカーボ

ンシティの実現に向けた包括連携協定」を締結した鈴与商事株式会社を代表者

とする５社で構成された共同企業体と連携し、公共施設への再生可能エネルギー

由来の電力導入や、ＰＰＡ方式（Power – Purchase - Agreement：第三者所

有の設備による発電）による公共施設への太陽光発電設備の設置など、ゼロカ

ーボンシティの実現に向けた取組を進めてまいります。 

また、各家庭における新エネルギー機器の導入を促進するため、太陽光発電

設備や蓄電池等に加え、走行中にＣＯ２を排出しないFCV(Fuel – Cell – 

Vehicle：燃料電池自動車)や、今後発売が予定されている軽クラスの電気自動

車を新エネルギー機器導入促進奨励金の対象に加えてまいります。 

温室効果ガスの削減に向けては、何よりも一人ひとりの環境意識の向上が重

要であります。このことから、アースキッズチャレンジや出前ECO
エ コ

教室を拡

充するなど、啓発活動にもしっかりと取り組んでまいります。 

ごみの削減につきましては、２０３０年度までに家庭から排出される可燃ご
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みの３０％削減を目標とする、家庭ごみ減量プロジェクト「ごみ３０
さんまる

運動」

を掲げ、まずは、２０２４年度までの３年間で１５％の削減を目指します。具

体的には、新たに自治会の協力をいただきながら、雑がみや草木の回収事業を

行うとともに、一人ひとりがごみ削減の重要性や分別の徹底などに対して、高

い意識を持って取り組んでいただけるよう積極的に啓発を行い、ごみ減量に向

けた市民運動を展開してまいります。 
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２つ目の視点といたしまして、「健康寿命日本一の実現」について申し上げ

ます。 
 

２ 健康寿命日本一の実現  
 

 はじめに、健康寿命日本一の実現に向けた取組として、まずは健康寿命県内

１位を目指し、静岡社会健康医学大学院大学をはじめとする関係機関と連携し、

市の健康課題の見える化や市民にとって分かりやすい指標の作成に向けた検討

を進めてまいります。 

 また、コロナ禍による受診控えにより、がんの発見、治療が遅れてしまうこ

とを防ぐため、広報やホームページ、ＳＮＳ等を活用し、改めて定期検診の重

要性を呼び掛けるとともに、日ごろの自己触診によって発見できる乳がんにつ

いては、発症リスクが高くなる年齢層を中心に、定期的な自己触診の定着化を

推進することで、乳がんの早期発見、早期治療に繋げてまいります。 

併せて、喫煙者の減少や受動喫煙防止に向けた取組を推進するとともに、コ

ロナ禍においても市民が日々の健康づくりに着実に取り組むことができるよ

う、健康づくり推進員をはじめ市民に対して、オンラインによる健康講座や相

談を実施するなど、健康支援に取り組んでまいります。 

次に、食を通じた健康づくりの取組として、健康づくり課と教育委員会が連

携し、子どもから高齢者まで、全ての世代を対象に糖尿病をはじめとした生活

習慣病予防の取組と理想的な食習慣の定着に努めてまいります。 

特に、本市の学校給食については、「日本一の給食」を目標として掲げ、更

なる地場産物活用や学校現場で課題となっている食物アレルギー・偏食への対

応など、より質の高い給食の在り方を研究し、全ての園児・児童生徒に安全・

安心な学校給食を届けられるよう努めていくほか、学校においては、子どもた

ちが自分で野菜を育て、調理するなど、実体験を通じて食事の重要性や楽しさ

を実感できる食育に取り組んでまいります。 

また、不足しがちな野菜摂取量の確保と意識向上に努める「ふくろいサラダ」

事業として、静岡理工科大学の学生を対象に、市内産の野菜を中心とした野菜

料理１品の無料提供や野菜いっぱいランチを提供するなど、これから子育てを

担う若い世代をターゲットにした取組を行っていくとともに、本市の3歳児健



- 11 - 

診において、近年は肥満の子どもが増加傾向にあることから、乳幼児健診・相

談における保護者への栄養指導の充実や、幼稚園・保育所・認定こども園など

で実施する分かりやすい栄養講座により、子どもの肥満の減少を目指してまい

ります。 

さらには、昨年１１月には、健康都市連合の理事都市に選任されたことから、

世界の健康増進施策に関する先進事例を参考とし、心と体の健康づくりの推進

に向けた施策へ反映してまいります。 

次に、市民の身近なスポーツ推進とアスリート育成に向けた取組として、東

京２０２０
にーぜろにーぜろ

オリンピック・パラリンピックの開催を機に、従来の人気スポーツ

に加え、障がい者スポーツやスケートボード、スポーツクライミング、ＢＭＸ

などのアーバンスポーツが注目を集め、先日開催された北京冬季オリンピック

では、本市出身の杉本
すぎもと

幸
こう

祐
すけ

選手がフリースタイルスキー モーグルで決勝に進

出し、９位と奮闘するなど、多様なスポーツに対する市民の関心が高まってお

ります。このため、今年度に引き続き、さわやかアリーナを会場に「ＦＵＫＵ

ＲＯＩ ＳＰＯＲＴＳ ＤＡＹ 」を開催し、市民の皆様が多様なスポーツの体験

や、トップアスリートから直接指導を受ける機会を創出してまいります。 

併せて、さわやかアリーナやエコパにプロスポーツや全国大会等の誘致を進

めることにより、レベルの高いスポーツに触れる機会を創出し、市民の関心を

高めるとともに、シティプロモーションや地域経済の活性化にも繋げてまいり

ます。 

さらには、市スポーツ協会をはじめとする関係機関と連携し、子どもたちが

スポーツに親しむ地域の受け皿づくりや優秀な指導者の確保・育成にも努めて

まいります。 

市民生活におけるセーフティネットの充実の取組として、社会福祉協議会や

関係機関との密接な連携を図り、相談者が抱える悩みや不安などを丁寧に聞き

取り、自立した生活が送れるよう、自立相談支援や住居確保給付金、フードバ

ンクなど、多様な制度を通じて、一人ひとりに寄り添った支援を進めるととも

に、経済的な理由から塾に通えないなど、学習に悩みを抱える小中学生を対象

とした学習支援を継続してまいります。 

この他、子どもたちが自分の命を大切にし、自らの命を絶つことが無いよう、
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強い不安や心配事があった際の対処方法などを学ぶ機会を全小学校に拡大し、

命の大切さを伝えてまいります。 

次に、社会情勢の変化を見据え、総合健康センターの新たな在り方について

検討してまいります。少子高齢化の進行や平均寿命の延伸、価値観の多様化へ

の対応など、総合健康センターに求められる役割が幅広くなってきていること

から、保健・医療・介護・福祉が連携して取り組むべき課題の予測や社会的要

請を研究してまいります。 
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３つ目の視点といたしまして、「人間力のある子どもの育成」について申し

上げます。 
 

３ 人間力のある子どもの育成  
 

はじめに、幼小中一貫教育の更なる充実に向けた取組として、新たに国のモ

デル地域の指定を受け、新１年生が学校生活に馴染めない、いわゆる小1プロブ

レムの解消などに向け、幼稚園・保育所・認定こども園が小学校と連携し、情

報交換やカリキュラムの共同制作などを行うことにより、公立・私立を問わず、

全ての園や小学校において、切れ目のない接続が実現できるよう、取り組んで

まいります。 

子どもたちが今後の変化の激しい時代を生き抜くためには、自ら考え、論理

的に説明する能力を高める必要があります。このため、文章に書かれた意味を

正確に捉える読解力を測定・診断することで、児童・生徒一人ひとりの状況を

把握し、指導方法の見直しに繋げるなど、考える力を育む際に重要な「読む力」

の向上に取り組んでまいります。 

さらに、子どもたちがリアルな体験を通じて成長できるよう、外部の専門家

や地域の力を借り、自然や文化に触れる実体験の機会をより多く設けるととも

に、保護者や地域の代表などで構成されるコミュニティスクールを活用し、学

校・家庭・地域が一体となって子どもたちの学びと成長を支えてまいります。 

次に、ＩＣＴを活用した教育では、子どもたちの考える力を育むべく、全て

の教員がＩＣＴ支援員の力を借りながら、タブレットや学習用アプリなどを効

果的に活用し、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を実践してまいります。 

また、学校と家庭における学びの結びつきをより充実させるため、全小中学

校にＡＩドリルを導入し、成果や課題を検証することで、ＡＩドリルの改善と

より良い活用方法等を実践するなど、ＩＣＴを活用した教育を強力に進めてま

いります。 

さらに、インクルーシブ教育の取組として、障がいや支援の必要性の有無に

関わらず、児童・生徒が共に学ぶことができるよう、袋井特別支援学校をはじ

め、浜松視覚特別支援学校、浜松聴覚特別支援学校とも連携し、教員の指導力

の充実を図ってまいります。 
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また、障害や病気により医療的なケアを必要とする子どもたちが安心して学

ぶことができるよう、看護師資格を有する支援員の配置や、病院など関係機関

との連携体制を構築し、小学校や幼稚園等の受入体制を整えてまいります。 

加えて、高南小学校内に設置しております、言葉の遅れや発音障害等の支援

を行う「ことばの教室」のニーズが高まっていることから、より良い療育と教

育の接続を目指し、機能強化を図るべく、指導スペースの確保と防音機能の強

化などによる指導環境の改善や、教員が言語聴覚士等の専門家に相談できる体

制の整備、さらには、研修体制の充実などにも取り組んでまいります。 

併せて、４月から浅羽中学校の新校舎の供用を開始するほか、小中学校にお

ける車椅子使用者用トイレの整備や段差解消などのバリアフリー化、校舎や体

育館の照明機器のＬＥＤ化、さらには、効率的で効果的な施設運用を見据えた

学校プールの在り方の検討を進めるなど、袋井市教育施設等３Ｒプロジェクト

（教育環境の向上と財政負担軽減及び平準化）に基づき、持続可能で、より充

実した教育環境の整備に取り組んでまいります。 

次に、市民の文化振興に向けた取組として、田端東遊水池公園へのパブリッ

クアートの設置に向け、コンセプトやデザイン案を検討するワークショップを

開催し、子どもたちとアーティストが直に触れ合い、創り上げる実体験を通し

て文化芸術に対する意識の醸成を図るとともに、市民参加による芸術作品をま

ちなかへ設置することで、芸術を身近に感じるまちづくりを進めてまいります。 

また、月見の里学遊館において、質の高い文化芸術に触れる楽しさを感じる

機会を提供できるよう、市民参加型の市民音楽劇プロジェクトや月見の里野外

フェスタを開催してまいります。メロープラザにおいては、コロナ禍において

中止となっていたメロプラフェスタの再開、市民参加型の演劇ワークショップ

や公演についても推進を図り、市民が主体となった文化活動への取組を支援し

てまいります。 

併せて、文化財保護と活用を目的とした文化財保存活用地域計画の国の認定

に向けて、国や県が指定した文化財のみならず、昔話や食文化などの地域の資

源についても、市民・団体・行政などが地域総がかりで文化財として位置づけ、

活かし伝える体制の構築を図るとともに、文化財を活用したまちづくりに向け

専門家を招き、記念講演などを開催してまいります。 
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４つ目の視点といたしまして、「共生のまちの実現」について申し上げます。 
 

４ 共生のまちの実現  
 

はじめに、男女共同参画の取組として、男性の育児休業の取得促進やワー 

ク・ライフ・バランスの推進などに積極的に取り組む企業の紹介を進めるとと 

もに、市職員による企業訪問活動を通じて企業経営における男女共同参画のメ

リットを働きかけ、具体的な優良事例の紹介や講師派遣の支援など、経営者と

従業員双方の意識向上と実践に繋げてまいります。 

また、初産
しょさん

の夫婦を対象としたマタニティスクールを開催し、男女がともに

育児に関する知識や理解を深め、さらには、家事や育児等の役割分担について

話し合う機会を設けることにより、女性に偏りがちな負担を減らす取組を進め

てまいります。 

このほか、山梨幼稚園と若葉幼稚園の認定こども園化や子育てセンターにじ

いろの開設、小学校の空き教室等を放課後児童クラブに活用するなど、共働き

家庭の保育ニーズに応え、安心して子育てができる環境を整備することにより、

性別に関係なく誰もが個性と能力を一層発揮できる社会の実現に取り組んでま

いります。 

次に、多文化共生に向けたまちづくりの取組として、初期日本語教室や地域

役員等を対象とした外国人との向き合い方を学ぶ研修会などを引き続き開催す

るとともに、外国人向け介護職員初任者研修を新たに開催し、外国人の介護事

業所への就労と定着を促すための奨励金制度を設け、外国人市民の生活基盤の

安定と、少子高齢化社会においても地域を支える人材育成に努めてまいります。 

また、市町を越えて生活する外国人市民の暮らしやすい環境づくりとして、

本市と磐田市、掛川市、菊川市、森町の４市１町が連携し、外国人支援策の情

報共有や多文化共生事業の実施など、広域的な取組を進めてまいります。 

さらに、姉妹都市であるヒルズボロ市に本市の職員を派遣し、社会経済のグ

ローバル化や異なる価値観・文化の理解を深めるとともに、優れたまちづくり

の事例を学ぶことや顔の見える関係を築くことにより、多様性を持った職員の

育成と、本市の様々な分野におけるまちづくりへの反映に努めてまいります。 

また、国際交流の裾野の拡大と担い手の掘り起こしを行うため、日本人と外



- 16 - 

国人との相互理解を進める交流会やセミナーなどを行う団体に交付する、国際

交流活動支援交付金を創設してまいります。 

併せて、本市とゆかりのある台湾屏東県やアイルランド、ベトナムにつきま

しても、現地や国内の関係機関と、歴史や文化、英語教育などの視点を持って

交流を進めるとともに、民間団体や事業者等による各国との交流や、海外文化

を活用したイベント開催などを支援してまいります。 

なお、障がいのある方が自立して生活する取組として、障がい者雇用の一層

の促進を図るため、ハローワーク等の関係機関との更なる連携により、障がい

者の特性に合った働き方や事業者が求める人材とのマッチングを進め、就労支

援環境の充実を図ってまいります。 

また、障がい者に対する理解促進に向け、事業者による積極的な雇用機会の

創出への協力や共に働く意識を高めるための啓発活動を進め、障がい者雇用の

定着を図るとともに、地域の一員として障がい者が活躍できるよう、市が実施

する防災訓練など、地域活動への参加促進を支援してまいります。 
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５つ目の視点といたしまして、「誰もが暮らしやすい住環境の充実」につい

て申し上げます。 
 

５ 誰もが暮らしやすい住環境の充実  
 

はじめに、にぎわいと活気あふれる都市拠点の創出に向けた取組として、良

好な住環境を整備する袋井駅南都市拠点土地区画整理事業を着実に進めるとと

もに、地域と連携を図りながら、新幹線南側における遊水池的公園などの土地

利用構想の策定を進め、都市拠点としての更なる機能強化を図ってまいります。 

また、田端東遊水池公園などの利活用を更に促進するとともに、袋井駅北側

の地区においても、新たなにぎわいを生み出す滞在型都市空間の創出に向け、

道路や公園などの公共空間を解放する社会実験や、旧東海道袋井宿にある歴史

的資源や空き家等を活かした歴史あるまちづくりに向けて意見交換を行うな

ど、豊かさを感じられる質の高い都市づくりに向け、地域の方々と共に検討を

進めてまいります。 

次に、誰もが移動しやすいまちに向けた取組として、道路ネットワークの形

成については、袋井駅を中心とする都市拠点等へのアクセス強化を図るため、

袋井駅南側を豊沢方面に結ぶ「都市計画道路 駅南循環線」と「都市計画道路 

田端
た ば た

宝
ほう

野
の

線
せん

」や袋井駅北側と愛野駅方面を結ぶ「市道 掛
かけ

之上
の う え

祢宜
ね ぎ

弥
や

線
せん

」の早

期完成を目指すとともに、国道１５０号線から油山寺を結ぶ南北の幹線道路で

ある「市道 東同笠油山
ひがしどおりあぶらやま

線
せん

」の整備を計画的に進めてまいります。 

浅羽地区の「都市計画道路 諸井山
もろいやま

の手
て

線
せん

」は、令和４年度内の供用開始を目

指し、「市道 大谷幕ヶ谷
お お や ま く が や

線
せん

」については、道路整備の推進に加え、昨年７月豪

雨に起因する災害復旧工事を進め、本年12月の完成を目指してまいります。 

さらには、都市活力を創出し、産業や観光、防災面など、多岐にわたる効果

を広域的にもたらす「都市計画道路 森町袋井インター通り線」の整備促進に

努めてまいります。 

次に、公共交通については、新たな公共交通サービスの提供に向け、袋井東

地区において、（仮称）地域タクシーの試験運行を行い、その状況を踏まえ、

本格導入への準備や運行地域拡大に向けた他地区での話し合いを進めてまいり

ます。 
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また、袋井駅南北自由通路に、秋葉バスと自主運行バスの行先や乗り場、発

車時刻を案内するモニターを新たに設置し、リアルタイムの運行状況確認やス

ムーズな乗り換えができる環境を整え、バスの利用促進に繋げてまいります。 

次に、市民生活や企業活動を支える公共インフラ等の適切な維持管理に向け

た取組として、道路や橋 梁
きょうりょう

については、予防保全への移行を計画的に推進し、

河川堤防の草刈りについては、地域の負担を軽減するため、ラジコン草刈機の

新規導入やレンタルヤギによる除草作業の試行などに取り組んでまいります。 

水の安定供給に向けては、水道事業アセットマネジメント計画に基づく基幹

管路の耐震化事業を拡充し、公共水域の水質保全に向けては、袋井浄化センタ

ーの水処理施設増設などを進めてまいります。 

 次に、風水害等の自然災害に対する取組として、太田川水系の河川改修工事

の推進に向け、引き続き県に対して要望を行うことと併せて、袋井駅南地区柳

原雨水ポンプ場の整備に着手するとともに、「松橋川」、「油山川」の河川改

修などのハード対策を県と連携して進めるなど、流域治水の考えに基づく治水

対策を加速化してまいります。 

併せて、県が新たに弁財天川など一部の中小河川について、浸水想定区域図

を公表することから、関係地域や要配慮者施設に対し、浸水想定区域図の配布

などにより、浸水リスクを周知・啓発してまいります。 

 袋井市静岡モデル防潮堤の整備につきましても、湊地区と中新田地区の市施

工部分を令和５年度までに整備し、県施工分を含めた全区間の令和７年度完成

に向け進めてまいります。 

 地域防災力の強化に向けた取組として、袋井市消防団の団員確保を図るため、

災害や訓練等に対する報酬の見直しを行い、処遇改善を実施するとともに、地

域防災力の中核を担う消防団が、将来にわたって活動を円滑に行えるよう、市

と地域が消防団を支える取組や今後の訓練の在り方などについて検討してまい

ります。 

さらには、老朽化の進んでいる、袋井方面隊第５分団車庫の建替を実施して

まいります。 

併せて、避難所設置や運営において、誰かの指示を待つのではなく、一人ひ

とりが主体的に考え、行動することが重要であることから、市民が主体となっ
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た避難所運営訓練を推進していくとともに、男女共同参画の観点から、様々な

防災への取組に女性の更なる参加を促進してまいります。 

 次に、移住・定住に向けた取組として、コロナ禍とデジタル化の進展により、

地方への移住に対する注目度が高まっていることや、人口減少によるまちの活

力低下を防ぐため、「移住・交流ポータルサイト」を整備し、本市で暮らすこ

との魅力をＰＲすることで、移住検討者に袋井市で暮らしてみたいと感じてい

ただき、移住や関係人口の創出に繋げてまいります。 

 また、シビックプライドの醸成と交流・関係人口の拡大に向け、ＳＮＳを活

用した写真や動画のコンテストの開催により、市内外に向けて本市の魅力を発

信するとともに、応募のあった作品を動画や冊子にまとめ、新たな広告媒体と

しても活用してまいります。 

併せて、これまでＳＮＳ上の繋がりに留まっていたフォロワーやコミュニテ

ィと連携した事業、更には交流の促進などを実施することで、本市を起点とし

た市内外での活動へと誘導してまいります。 

 この他、少子化による人口減少への取組として、未婚・晩婚化が主な要因と

考えられていることから、新婚世帯への経済的支援や、県と市町で構成される、

ふじのくに結婚応援協議会へ参加し、マッチングシステムを活用した出会いの

場を提供するなど、結婚に対する気運の醸成を図ってまいります。 
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６つ目の視点といたしまして、「DXと官民共創によるスマート自治体の推

進」について申し上げます。 
 

６ DXと官民共創によるスマート自治体の推進  
 

はじめに、誰もがＩＣＴ活用のメリットを実感できる環境づくりとして、市

役所に訪れることなく、時間や場所を選ばず、簡単に手続きができる環境の整

備に向け、マイナンバーカードの普及促進と手続きの電子申請化を進めてまい

ります。 

 次に、市民の利便性向上に向けた取組として、各自治会連合会長にタブレッ

トを配布し、定期的な連絡や会議資料等を紙からデジタルに移行することで、

事務の簡素化を図るとともに、オンライン会議なども実施し、より緊密な連携

と負担軽減を図ってまいります。 

また、学校と保護者間でのお知らせや出欠連絡等を行う小中学校連絡システ

ムを新たに導入することで、利便性を高めると共に、教員の時間外勤務の縮減

に向け、事務処理等の負担軽減を図り、授業の準備や子どもたちと向き合う時

間の確保に繋げてまいります。 

さらに、用水路などの農業施設管理図をデジタル化し、「どまんなか袋井

navi」において公開することで、インターネットにより、市民や事業者が施設

の情報をいつでも手軽に入手できるようにしてまいります。 

併せて、地域課題の解決に向けた取組として、農地の利用状況を衛星システ

ムとＡＩを活用して確認することにより、今後の現地調査を効率化するととも

に耕作放棄地の解消に向け、事業者と協議を進めてまいります。 

ＩＣＴを活用した働き方改革の推進については、テレワーク対応型のクラウ

ド環境を構築することで、職員が自宅や外出先において、自らの端末を利用し

て業務ができるなど、現在よりも更に柔軟な働き方を可能とすることで生産性

の向上や感染症対策にも繋げてまいります。 

この他、自治体ＤＸの実現に向けた取組として、人口減少社会の進展により、

人材の確保が困難となることを見据え、少ない職員数でも質の高い行政サービ

スを維持することができるよう、昨年 11 月、コニカミノルタ株式会社との連

携協定を締結いたしました。現在、業務内容や業務量を可視化することによっ
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て、業務プロセスを再構築するための「全庁業務量調査」を実施しており、今

後、調査結果に基づき、可能な業務にあっては、ＡＩやＲＰＡ（Robotic‐Process 

‐Automation：ソフトウェアロボットによる業務プロセスの自動化）などによ

る自動化やＢＰＯ（Business‐Process‐Outsourcing：外部企業への業務委託）

を積極的に推進することによって効率化を図り、政策立案や市民との対話など

の業務に注力することができるよう、全庁的な業務改革に繋げてまいります。 

また、官民共創による全世代が活躍するまちづくりを推進するため、今年度、

市民活動団体や事業者、市職員などで構成する「官民共創ワーキング」では、

共創の取組について試行的に実施することを目的に、まずは身近な題材として、

地域や学校における花をテーマとして議論を行いました。 

ワーキングの中では、参加者、例えば、花壇の管理に困っている人や子ども

が花と触れ合う機会をつくりたい人、花についての専門的知識を持つ人など、

それぞれの立場から花壇を管理するうえでの悩み事や今後の活用、さらには花

に対する想いなどを語り合うことにより、これまで意識してこなかった互いの

価値観や連携の大切さなどを共有するとともに、花の魅力を通じた豊かな暮ら

しの実現に向けて、新たな取組にチャレンジすることが確認されました。 

令和４年度は、人生 100 年時代を見据えつつ活動範囲をさらに広げ、スポー

ツや観光を通じた豊かさの充実、福祉・防災における支え合いの充実など、よ

り実践的なテーマによる試行と検証を重ねながら、多様性が尊重され関わる人

々が互いのメリットを享受し合える「共創関係」を築いてまいります。 

また、官民共創による取組が、人口減少社会にあっても持続的かつ発展的に

推進できるよう、新たな地域の基盤づくりに取り組んでまいります。 
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第３章  予算の概要と組織の改編 
 

次に、予算の概要と組織の改編についてご説明申し上げます。 

 

予算の概要 
 

一般会計予算の総額は、365 億８千万円で、前年度の当初予算と比べますと、

９億８千万円、率にして２．８％の増となっております。 

歳入について、個人市民税は、給与所得の増加などにより前年比３．６％の

増、法人市民税は、企業業績の改善により前年比３４．１％の増、固定資産税

は、家屋の新築や企業の設備投資の増などにより、前年比７．５％の増を見込

み、市税の総額では、前年比６．８％増の１５１億６千万円を計上いたしまし

た。 

また、普通交付税については、財源となる国税の増収などにより、前年比９

億５千万円の増を見込む一方で、臨時財政対策債は前年比１２億円の減を見込

んでおります。 

市債については、袋井市静岡モデル防潮堤整備事業や、浅羽中学校校舎改築

事業などの借入を見込み、総額では前年比１４億１千万円減の３５億６千万円

を計上したものであります。 

歳出については、「スマイルシティふくろい」の実現に向けて、「予算の特

別枠」を設け、施策の立案を促すとともに、引き続き枠配分方式による編成に

取り組み、各部局が自主性や自律性を発揮し、事業の優先順位付けを徹底する

など、事業の重点化と財源の有効配分に努めたところであります。 

また、新型コロナウイルス感染症関連の施策についても、国の地方創生臨時

交付金などを最大限活用し、着実な推進に向けて、意を配したところでありま

す。 
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組織の改編 
 

現在の地方自治体には、新型コロナウイルス感染症対策をはじめ、人口減少

やＤＸ、脱炭素などの社会情勢の変化に的確に対応し、かつ、将来にわたり持

続可能なまちづくりを推進していくことが求められております。このため、令

和 4 年度の行政組織は、従来の組織を基本としつつも、新たな行政課題への対

応を強化した体制としてまいります。 

見直しの概要を申し上げますと、まず、本市の持続的な発展に向けては、産

業経済の成長と環境の両立が重要でありますことから、これらの政策を力強く

推進するため、産業環境部と都市建設部を「産業部」と「環境水道部」、「都

市建設部」に再編いたします。また、共生社会、ＤＸ、官民共創、収納対策、

教育の充実などを着実に推進するため、複数課の再編と室及び係の再編を行い

ます。 

次に、各部の見直しの概要を順次申し上げます。 

総務部は、国際課を協働まちづくり課へ統合して「外国人活躍・共生社会推

進室」を設置し、多文化共生、国際交流、男女共同参画、性の多様性などに係

る施策を総合的に推進してまいります。 

企画部は、総合戦略課を企画政策課へ統合し、企画政策課に「企画室」と「シ

ティプロモーション室」を設置し、スマイルシティふくろいの実現に向け、主

要施策の企画調整機能を一本化するとともに、地方創生の視点で本市の魅力を

高める取り組みを推進してまいります。 

財政部は、税務課を「課税課」と「納税課」に分割し、適切な課税事務に努

めるとともに収納対策を強化してまいります。 

総合健康センターは、健康づくり課の感染症対策係を「感染症対策室」とし、

ワクチン接種を円滑に実施するとともに、新型コロナウイルス感染症対策に万

全な体制で取り組んでまいります。 

市民生活部は、市民課のマイナンバーカード係を「マイナンバー推進係」と

し、マイナンバーカードの普及促進に加え、マイナンバーの活用などによる行

政サービスのデジタル化を推進してまいります。 

産業部は、「産業政策課」と「農政課」の 2 課を所管することとし、本市の
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持続的な発展に向け、地域産業の振興に注力してまいります。 

環境水道部は、「環境政策課」と「ごみ減量推進課」、「上下水道課」の３

課を所管し、地球温暖化対策、ごみ減量化対策を着実に推進するとともに、上

下水道事業を所管いたします。また、上下水道課に、総務経理業務を一体的に

担う「総務経理係」を設置してまいります。 

都市建設部は、都市計画課の建築住宅係を「建築住宅室」とし、建築指導や

住宅政策に係る体制を強化いたします。また、水道課と下水道課は、上下水道

課に統合し、環境水道部に移行してまいります。 

教育部は、教育企画課の幼小中一貫教育推進室と学校教育課の魅力ある授業

推進係を統合し、教育企画課に「未来の教育推進室」を設置し、幼小中一貫教

育やＩＣＴ教育などを基盤に、経験や体験を通して学びを深める教育の更なる

推進を図ってまいります。 

また、これらの組織改編とあわせて、本年度に引き続き企業や静岡県から外

部人材を登用し、専門分野における知識や経験、ネットワークなどを活かし重

点施策の推進を図ってまいります。 
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おわりに 
 

以上、新年度における市政運営の６つの重要な視点をはじめ、これらの施策

を積極的に展開していくための予算と組織について述べさせていただきまし

た。 

私は、これまで長年にわたって築き上げてきた、このまちをしっかりと引き

継ぎつつも、新たな取組に対し、試行錯誤を繰り返しながら果敢にチャレンジ

し、『FUKUROIver2.0』へと行政サービスを進化・充実させることで笑顔あ

ふれるまちを目指してまいります。 

最後になりますが、議員各位をはじめ、市民の皆様には、今後も市政への一

層の御理解と御協力を心からお願い申し上げ、私の施政方針とさせていただき

ます。 


